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第１ 監査の概要 
 １ 監査の種類 
   地方自治法第 252 条の 37 に基づく包括外部監査 

 ２ 選定した特定の事件（テーマ） 
   子ども・子育てに関する支援事業（保育事業含む）の事務の執行について 

 ３ 特定の事件として選定した理由 
次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するため、子育てにか

かる経済的負担の軽減や、安心して子育てができる環境整備を行うことは、我が国の
基本施策とされている。また、共働き世帯やシングルマザーの増加等を背景に保育所
等の待機児童が問題となっており、昨今においては保育事業の充実が図られている状
況である。 

   北九州市（以下「市」という。）は、平成22年に「元気発進！子どもプラン」を策
定し、令和 2 年度からは第 3 次計画に移るところである。このプランでは、子どもの
健全育成や子育て支援に関する基本的な考え方や具体的な施策を掲げ、現在様々な事
業に取り組んでいる。 
子育てや保育事業の在り方によって、子ども人口の増加や教育水準の向上等に寄与

することになるため、 育て世代のみならず多くの市 にとって 近で関 の い問
題であると考えられる。そのため、子ども・子育てに関する支援事業（保育事業含む）
の事務の執行について、合規性、有効性、経済性等の観点から、総合的に監査し検証
することの意義は大きいものと判断し、特定の事件（テーマ）として選定した。 
なお、保育事業については、平成19年度包括外部監査のテーマとされていたが、10

数年経過しており、当時とは制度も大きく変わっていることから、特に問題ないもの
と判断している。 

 ４ 監査の対象 
 （１）対象部署 
  子ども・子育てに関する支援事業（保育事業含む）に関する部署として、以下の部
署を監査対象として、各事業について監査を実施した。 
    ＜対象部署＞ 

部 局 課 
子ども家庭局 子ども家庭部 総務企画課、監査指導課 

幼稚園・こども園課、保育課 
子ども家庭局 子育て支援部 子育て支援課 
保健福祉局 障害福祉部 障害福祉企画課、精神保健福祉課 
教育委員会 指導部 指導第一課、指導第二課 
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教育委員会 学校支援部 学事課 
教育委員会 中央図書館  子ども図書館 

  なお、 般会計の他、特別会計である    寡婦福祉資 事業についても監査の
対象としている。 

（２）対象とした年度 
  監査の対象とした年度は、原則として令和元年度とし、必要に応じて、それ以外の
年度についても対象とした。 

 ５ 監査の方法 
 （１）監査の視点 

ア．財務事務が、法令に従い、適切に行われているか。 
イ．事務事業が、経済性、効率性及び有効性の観点から、合理的かつ適切に行われ
ているか。 
ウ．各事業の経営状況の把握、分析及び進捗管理が適切に行われているか。 
エ．各事業に関する予算は適正に配分され、所定の手続に従って、適正に執行され
ているか。 
オ．過去の包括外部監査等の結果に対する措置は適切に行われているか。 

 （２）実施した監査手続の流れ 
   ア．概要の把握 
     子ども・子育てに関する支援事業（保育事業含む）について概要を把握するた

め、担当者へのヒアリングを実施した。 

   イ．監査対象とした各部署の財務に関する文書等の査閲及び担当者への質問 
    子ども・子育てに関する支援事業（保育事業含む）のうち、監査の対象とした

事業について、各所管部署等の担当者への質問及び関連する文書等の査閲を行
い、市の条例等への準拠性をはじめ、各監査要点について検討した。 

   ウ．監査対象とした子ども図書館への現地調査 
     子ども図書館の運営方法や財産等の状況を把握するため、現地調査を実施し

た。 
     なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、保育所等についての

現地調査は実施しないことにした。 
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 ６ 監査の期間 
   令和 2年 7 月 2 日から令和３年 2月 3日まで 
   なお、詳細は、「第３ ３ 監査手続の流れ」に記載している。 

７ 監査の実施者 
   包括外部監査人 小島 智也 公認会計士 
   補  助  者 加藤 秀一 公認会計士 
      同    古家 崇行 公認会計士 
      同    猿渡 慎也 公認会計士 
      同    村上  篤 公認会計士 
      同    白石 尚久 公認会計士 
      同    川上 武志 弁 護 士 

 ８ 利害関係 
   包括外部監査人及び補助者は、包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法
第 252条の 29 の規定により記載すべき利害関係はない。 

 ９ 略号等 
   本報告書中、一部の元号については、以下のとおり略語を使用している。 

略号 元号 凡例 
S 昭和 S50＝昭和 50年 
H 平成  H12=平成 12 年 
R 令和  R 元＝令和元年 

   表中の数値については、単位未満を切捨てており、合計や差引が合わない場合があ
る。なお、数値がゼロの場合は「-」とし、単位未満の場合及び計算結果がゼロとなる
場合は「0」としている。 

   引用文、表及びグラフの下に、出所を記載している。表及びグラフについては、市
からの提供資料等を基に監査人が作成している。 
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第２ 監査対象の概要 
 １ 子ども・子育て支援を取り巻く環境及び国の施策 
（１）子ども・子育て支援を取り巻く環境 
ア．国の総人口推移 
国の総人口は一貫して増加傾向にあり、2010 年（平成 22 年）には 128,057 千人

のピークを迎えた。しかし、2010 年（平成 22 年）以降は減少傾向になり、2020 年
（令和２年）には 125,858 千人、2045 年には 106,421 千人まで減少することが予測
されている。 

＜国の総人口推移＞ 

※出所：総務省統計局が公表している 期時系列データを基に作成
https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2.html
(*1)「全国：年齢（５歳階級），男女別人口」令和２年６月確定値、令和２年 11月概
算値 （総務省統計局 令和２年 11 月 20 日公表）を基に作成 

(*2)日本の将来推計人口（平成 29 年推計）（国立社会保障・人口問題研究所公表）を
基に作成 

イ．国の年齢別人口推移 
国の年齢別人口は、1985 年（昭和 60 年）以降、年少人口（15 歳未満人口）は減

少しており、老年人口（65 歳以上人口）は増加している。また、生産年齢人口（15 
歳以上 65 歳未満人口）は、1995 年（平成７年）の 87,260 千人をピークとして減少
傾向にあり、2045 年には 55,845 千人と、2020 年（令和２年）の 74,670 千人より
18,825 千人減少すると予測されている。 
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＜国の年齢別人口推移＞ 

※出所：総務省統計局が公表している 期時系列データを基に作成
https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2.html

(*1)「全国：年齢（５歳階級），男女別人口」令和２年６月確定値、令和２年 11月概算
値 （総務省統計局 令和２年 11月 20 日公表）を基に作成 
(*2)日本の将来推計人口（平成 29 年推計）（国立社会保障・人口問題研究所公表）を基
に作成 

（２）国の施策 
ア．制度・取組の所管機関 
国において、子ども・子育て本部を設置しており、子ども・子育て支援のための

基本的な政策や少子化の進展への対処に係る企画立案・総合調整、少子化に対処す
るための施策の大綱の作成及び推進、子ども・子育て支援給付等の子ども・子育て
支援法に基づく事務、認定こども園に関する制度に関することを所管している。ま
た、当該本部を中心として関係省庁が緊密な連携を図りつつ、少子化対策や子ど
も・子育て支援施策を推進している。 
本部 は内閣府特命担当  （少 化対策担当）、副本部 は内閣府副  であ

る。子ども・子育て本部の主な業務は下図のとおりである。 
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※出所：内閣府ホームページより抜粋 https://www8.cao.go.jp/shoushi/about.html

子ども・子育て本部では、「子ども・子育て支援新制度」担当と「少子化対策」
担当の２つの組織を軸に子ども・子育て支援に関する総合的な施策を推進してい
る。 
「子ども・子育て支援新制度」は、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援

の量の拡充や質の向上を進めていくためにつくられた制度で、必要とするすべての
家庭が利用でき、子どもたちがより豊かに育っていける支援を目指し、取り組みを
進めている。 
「少子化対策」は、少子化社会対策大綱に基づき、『結婚、妊娠、子供・子育て

に温かい社会』の実現のために、会議・検討会等を通じ幅広い視点から検討を重ね
ながら、あらゆる施策を推進している。 

イ．「子ども・子育て支援新制度」に係る施策 
国は、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進め

ていくため、平成 24 年８月に「子ども・子育て支援法」、「就学前の子どもに関す
る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」、「子
ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推
進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律」（以下「子ども・子育て関連３法」という。）を制定し、同法に基づいた「子
育て支援新制度」を平成 27 年４月より施行した。 



7 

子ども・子育て関連３法の概要は以下のとおりである。 

＜子ども・子育て関連３法の概要＞ 
認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び小規
模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設 
認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等） 
地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、放
課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」）の充実 
基礎自治体（市町村）が実施主体 
社会全体による費用負担 
政府の推進体制 
子ども・子育て会議の設置 

※出所：内閣府ホームページ「子ども・子育て関連 3法の主なポイント」を基に作成 

ウ．「少子化対策」に係る施策 
国は、総合的かつ 期的な少 化に対処するための指針として「少 化社会対策

大綱」を平成 16 年、平成 22 年及び平成 27 年に策定している。平成 27 年少子化社
会対策大綱の概要は下図のとおりである。 
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